
国民健康保険制度について 

  

制度の概要 

 

・国民健康保険制度は、都道府県と市区町村が共同で運営する医療保険制度 

 

・被保険者（加入者）は、75 歳未満の自営業者、農漁業者、退職者等 

 

・加入者は保険税を納付し、医療機関で一部負担金を支払うことで保険診療を受けるこ

とができる。 

 

・医療機関は国民健康保険団体連合会（国保連合会）の審査を経て、市区町村に医療費

を請求する。国保連合会は審査結果を市区町村に報告し、市区町村は国保連合会を通

じて医療費を医療機関に支払う。 

 

・都道府県は財政運営の主体となり、運営費となる事業費納付金を市区町村から集める。

市区町村へ必要となる給付費用を交付するとともに、市区町村が事業費納付金を確保

するために必要となる標準税率を提示する。 

 

・市区町村は保険税を決定し、加入者から集め、事業費納付金を都道府県に支払う。 

 

 

図１ 国民健康保険制度の関係図 
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R7 運協① 

資料１ 
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